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【計画書の提出・実績報告等】

１ 令和４年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出

＜計画書の提出期限＞

令和４年４月１５日（金）（令和４年４月１日から算定する場合）

○ 締切り間近には提出の集中が予想されるため、早めの提出に御協力ください。

○ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の両方を算定する場合、様

式は「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」（別紙様式２－

１、２－２、２－３）

○ 介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、様式は「介護職員処遇改善計画書・

介護職員等特定処遇改善計画書」（別紙様式２－１、２－２）

○ 令和４年５月１日から算定する場合の提出期限も令和４年４月１５日（金）

○ 令和４年６月１日以降に算定する場合の提出期限は、算定開始月の前々月末日

＜提出書類＞

（１）介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書（別紙様式２－１～２

－３）（介護職員等特定処遇改善加算を算定しない場合は別紙様式２－３は不要）

○ 令和４年３月１１日付け厚生労働省老健局長通知で示された新様式で提出して

ください。

○ 令和４年度からの様式の変更点は赤字で示しています。

○ 主な変更点

・処遇改善加算における区分(Ⅳ）、(Ⅴ)の廃止

・賃金改善所要額について、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベース

アップ支援加算（仮称）の取扱いを追記

・特定処遇改善加算における令和３年度までの経過措置の廃止

⇒「職場環境等要件」の６の各区分ごとに１以上の取組が必要

⇒「見える化要件」として介護サービス公表制度や各事業者のホームページを

活用した、取組の公表は必要

（２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表（体制届）

○ 当該加算を新規に取得する場合又は加算区分を変更する場合は必ず提出してく

ださい。

加算区分に変更がない場合は、提出の必要はありません。

○ 令和４年４月及び５月から算定する場合は、計画書とあわせて４月１５日（金）

までに提出

（３）場合に応じて必要な書類（「特別な事情に係る届出書」）

（４）「介護職員等特定処遇改善加算 算定要件等チェックリスト」（参考様式）

○ 介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、算定要件等を本チェックリス

トで確認してください。

○ チェックリストの提出は任意とします。
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＜提出先＞

○計画書

事業所が所在する県民局健康福祉課（事業者（第一）班）（※複数の事業所を一括し

て届け出る場合で、複数の県民局管内に事業所が所在する場合は、事業所が所在する複

数の県民局）

提出部数：各１部

○体制届

各事業所ごとに、事業所が所在する県民局へ提出

提出部数：各１部

＜提出方法＞

郵送

＜留意事項＞

○指定権者が県以外の事業所に係る届出

各指定権者あて提出

複数の事業所を一括して作成する場合も同様（該当する全ての指定権者に届け出る

必要あり）

※ 令和２年度から事業所の一覧を指定権者別に分けず一括作成となったため、実質

は同じものを各指定権者に届け出ることで足ります。

県以外の指定権者への提出方法、提出部数等については、各指定権者に確認して

ください。

（参考）

※岡山市、倉敷市、新見市内の事業所・・・各市

※地域密着型サービス等・・・各市町村

○職員への周知

計画書は、賃金改善の方法等について全ての職員に対し文書等（文書通知・回覧・

掲示、メールによる通知）により周知した上で提出すること。計画書の周知は当該加

算の算定要件の一つですので、ご留意ください。

○各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出してください。

＜計画書（別紙様式２－１）、実績報告書（別紙様式３－１）作成上の留意点＞

○各様式の「基本情報入力シート」については、当該シートのサービス名のプルダウン

メニュー（居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護

予防サービス、特定予防介護・日常生活総合事業（第１号訪問事業、第１号通所事業)）

ごとに、１行を用いて入力を行ってください。

○各様式の個票（計画書（別紙様式２－２、２－３）、実績報告書（別紙様式３－２））

については、事業所を一体的に運営（例：通所リハビリテーションと介護予防通所リ

ハビリテーション）し、処遇改善の内容を分離して記載することが困難な場合は、一

つのサービスにまとめて記載し、一方を空欄とすることも可能です。

（R4.3.17追記：厚生労働省老健局老人保健課確認済）
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２ 変更の届出

＜令和４年度からの変更事項＞

変更届が必要な事項とされていた、「別紙様式２－１の2(1)④ⅱ)、2(2)⑥ⅱ)、⑦ⅳ)の額に

変更がある場合」が削除されました。今後は基準額【1】～【3】が職員構成が変わった等の

事由により計画書に記載した額から変更となった場合は、実績報告書での修正で足りる

こととなりました。

＜提出時期＞

（１）届出を行った日の属する月の翌月から、変更後の内容に基づき算定

（２）加算区分変更の場合は、変更後の区分で算定する月の前月１５日まで（全サービ

ス）に届出

＜提出書類＞

（１）介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書（参考様

式）

（２）変更事項に係るもの（（１）の「必要な届出内容」欄の内容が記載されたもの）

（３）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表（体制届）

※当該加算の新規取得又は加算区分が変更になる場合のみ提出が必要

（４）その他必要に応じて変更内容が分かる資料

＜提出先＞

提出は、指定権者ごとに行う。

岡山県の指定を受けている事業所については、令和３年度介護職員処遇改善加算計画

書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出した県民局（所管県民局）

体制届は、事業所が所在する県民局へ各事業所ごとに提出
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３ 令和３年度介護職員処遇改善計実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告

書の提出

＜提出期限＞

○ 令和４年３月まで加算算定した場合：令和４年７月末日

○ 年度途中に事業廃止や算定を中止した場合：最終の加算の支払があった月の翌々月

末日＜例：最終算定月１１月の場合、支払月は翌年１月、実績報告は翌年３月末日ま

で＞

＜提出書類＞

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書（別紙様式３－１、

３－２）

○ 令和４年５月１６日付け老発0516第１号厚生労働省老健局長通知で示された新様式

で提出してください。

○ 令和４年度からの様式の変更点は赤字で示しています。

○ 主な変更点

・賃金改善所要額について、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアッ

プ支援加算（仮称）の取扱いを追記。

・「前年度の平均賃金額（月額）」等【基準額1】～【基準額3】には、計画書の額を記載すること

としているが、職員構成が変わった等の事由により実績報告書で修正することが可

能とされ、当該事由による変更届の提出は不要。

・特定処遇改善加算における「職場環境等要件」及び「見える化要件」の経過措置は

令和３年度までですのでご注意ください

○必要に応じて証明資料等の提出を求める場合あり。

＜留意事項＞

○ 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、事業者において適切に保管

し、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出してください。

○ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関して、虚偽や不正があ

った場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取消となる場合があ

りますので、十分ご留意ください。

○ 役員報酬に対して処遇改善加算等を充てることは、賃金改善としては認められませ

ん。ただし、役員報酬とは別に処遇改善加算等対象職種として労働基準法上で定義さ

れている賃金を得ている場合は、その賃金に対してのみ処遇改善加算等を充てること

は可能です。

＜提出方法＞

郵送
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＜提出先＞

提出は、指定権者ごとに行う。

岡山県の指定を受けている事業所については、介護職員処遇改善実績報告書・介護職

員等特定処遇改善計画書を提出した県民局（所管県民局）

○県民局一覧（県が指定権者である事業所の提出先）

※市町村が指定権者である事業所の提出先は、各市町村にお尋ねください。

所在地 管轄する市町村

備前県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

〒703-8278

岡山市中区古京町１-１-１７

玉野市、備前市、瀬戸内市、
赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

〒710-8530

倉敷市羽島１０８３
笠岡市、井原市、総社市、高梁市、
浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

美作県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者班

〒708-0051

津山市椿高下１１４

津山市、真庭市、美作市、新庄村、
鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

電話番号
FAX番号

電話 086-272-3915
FAX　086-272-2660

担当課

岡
山
県

電話 086-434-7054
FAX　086-427-5304

電話 0868-23-1291
FAX　0868-23-2346
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参考様式

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

提出書類一覧＆チェックリスト

１　加算を算定しようとする場合

チェック 備考

1 別紙様式２－１　介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 □

2 別紙様式２－２　介護職員処遇改善計画書（施設・事業所別個表） □ 介護職員処遇改善加算を算定する場合

3 別紙様式２－３　介護職員等特定処遇改善計画書（施設・事業所別個表） □ 介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合

4 介護職員等特定処遇改加算　算定要件等チェックリスト □ 介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合

ー 提出書類一覧＆チェックリスト（本用紙） □ 提出任意

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 □ 継続して前年度と同じ区分を算定する場合は提出不要

2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 □ 継続して前年度と同じ区分を算定する場合は提出不要

1 特別な事情に係る届出書 □ やむを得ず賃金水準を見直した場合（引下げ）

※必要に応じて積算根拠資料等の提出を求める場合あり。

２　実績報告を提出する場合

チェック 備考

1
別紙様式３－１　介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実
績報告書

□

2 別紙様式３－２　　　　〃　　　（施設・事業所別個表） □

－ 提出書類一覧＆チェックリスト（本用紙） □ 提出任意

※必要に応じて積算根拠資料等の提出を求める場合あり。

計画に関する書類

報酬算定に関する書類

場合に応じて必要な書類

実績報告に関する書類
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介護職員等特定処遇改善加算 参考様式

算定要件等チェックリスト

＜定義＞
ａ： 経験・技能のある介護職員
ｂ： ａを除く介護職員
ｃ： 介護職員以外の職員

チェック

（１） 賃金改善に関する計画を策定

賃金改善所要見込額が当該加算算定見込額を上回っている □

（一）
ａのうち１人(以上)（複数の事業所を一括して届け出る場合は事業所数（以上））
は賃金改善所要見込額が月額平均８万円以上（現行加算額除く）又は賃金改
善後の賃金見込額が年額４４０万円以上（現行加算額含む）である

□

（当該加算算定見込額が少額等の理由により困難な場合はこの限りでないが、
その場合は、合理的な説明が必要（計画書別紙様式２－１の２（３）ロに記載））

□
合理的理由を記載

　　　　（※ａに現に年額４４０万円以上の者がいる場合は、新たに賃金改善額
　　　　　　が月額平均８万円以上等の者を設定しないことも可）

□
ａに現に年額４４０万
円以上の者がいる

(　　　　人)

（二）
ａの賃金改善所要見込額の平均がｂの賃金改善所要見込額の平均と比較して
高いこと

□ｂより高い
□ｂ支給なし
（※いずれか）

（三） ｂの賃金改善所要見込額の平均がｃの賃金改善所要見込額の平均の２倍以上
□２倍以上
□ｃ支給なし
（※いずれか）

（ｃの平均賃金額がｂの平均賃金額を上回らない場合はその限りでない）
□上回らない
（ｂはｃの２倍以上で
ない）

（四） ｃの賃金改善後の賃金見込額が年額４４０万円を上回らない
□上回らない
□ｃ支給なし
（※いずれか）

（２） 介護職員等特定処遇改善加算計画書を作成し、全ての職員に周知し、指定権者に届け出る

全ての職員に周知している □周知している

複数の事業所を一括して届け出る場合、該当する全ての指定権者に届け出て
いる

□届け出ている
□複数でない
（※いずれか）

（３） 特定加算の算定額に相当する賃金改善を実施 □

（ただし経営悪化等により事業継続が困難な場合、事業継続を図るために
やむをえず職員の賃金水準を見直した場合は、その内容を指定権者に届け出
る）

□
特別事情届出書
（別紙様式４）

（４） 実績報告 □行う

（５） サービス提供体制強化加算の（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している □

訪問介護は特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ） □

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護はサービス
提供体制強化加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）又は入居継続支援加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）

□

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設はサービス提供体制強化
加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）又は日常生活継続支援加算

□

地域密着型通所介護（療養通所介護費を算定する場合）は、サービス提供体
制強化加算（Ⅲ）イ又は（Ⅲ）ロ

□

（６）

□Ⅰ
□Ⅱ
□Ⅲ

（※いずれか）

算定要件等

処遇改善加算の（Ⅰ）から（Ⅲ）のいずれかの届出を行っている（特定加算と同時の
場合も含む）

処遇改善加算： 介護職員処遇改善加算
特定加算： 介護職員等特定処遇改善加算
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（７）

□　「入職促進に向
　　　けた取組」
□　「資質の向上や
　　　キャリアアップ
　　　に向けた支援」
□　「両立支援・多
　　　様な働き方の
　　　推進」
□　「腰痛を含む心
　　　身の健康管理」
□　「生産性向上の
　　　ための業務改
　　　善の取組」
□　「やりがい・働き
　　　がいの醸成」

（区分ごとに１以上）

（８）
（※以下の３項目の
　いずれか１以上）

介護サービス情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以
外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載して公表
（介護サービス情報公表システムの「事業所の特色」欄（県の公表手順を経ず
公表可能な欄）に記載。（新規事業所は当初の報告以降公表可能））

□公表している
□公表予定
（※）

当該公表制度対象外事業者は事業所のホームページ等で公表
□公表している
□公表予定
（※）

当該公表制度対象外事業者は事業所・施設の建物で外部から見える場所へ
掲示

□掲示している
□掲示予定
（※）

（９） □

（10） □

（11）

計画書別紙様式２－１の２（２）⑥ⅱ）（エ）「前年度の各介護サービス事業者等
の独自の賃金改善額」には、初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新た
に行ったものに限って記載しているか

□

独自の賃金改善額欄に記載した場合は、計画書別紙様式２－１の２（３）ハに
算定根拠等を記載しているか

□

職場環境等要件の「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向け
た支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生
産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに１
以上の取組を行う

特定加算に基づく取組をホームページ等により公表

当該加算の見込額算出に当たっては、処遇改善加算及び特定加算を除いて加算
率を乗じているか

事業者の独自の賃金改善額

「経験・技能のある介護職員」の設定基準の考え方を、計画書別紙様式２－１の２
（３）ロに記載
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 介護職員等特定処遇改善加算に係るフロー図
＜定義＞

※このフロー図には概略が記載されているため、詳細については必ず国通知を確認のこと。

①

 

<特定加算の算定⾒込額の計算⽅法>

 →

※事業所ごとの勤続１０年以上の介護福祉⼠
の数に応じて加算されるものではない

→

⑧

⑨

特定加算の算定額を上回る賃⾦改善を実施

↓
実績報告書（別紙様式３−１，３−２）を提出

【介護福祉⼠の配置等要件】サービス提供体制強化加算の（Ⅰ）⼜は（Ⅱ）の区
分、⼜はサービスごとに要件とされる加算の区分を算定している

※グループａでは介護福祉⼠の資格は必要だが、１０年以上の勤続年数がなくても
業務・技能等を勘案し対象とできる。他の法⼈等での経験も年数にカウント可能。

↓

※グループａに現に年額４４０万円以上の者がいる場合は新たに８万円等の者を設
定しないことも可（複数事業所⼀括届出の場合は事業所数から現に４４０万円以上
の者の⼈数を引いた事業所数以上を設定）

↓

↓

⑤

加算算定⾒込額を上回る賃⾦改善所要額の配分⽅法を設定

・グループａの設定基準を定義した上で、全ての職員をグループａからｃに振り分
け
・賃⾦改善の実施は、グループａのみとすることも可能であり、また、グループｂ
やｃを含めることも可能。（グループａ、ｂ、ｃを設定した法⼈は、グループａの
み、ａｂのみ、ａｂｃ全てに実施、のいずれかを選択）
・賃⾦改善額が、グループａはグループｂより⾼いこと
・賃⾦改善額が、グループｂはグループｃの２倍以上
・グループｃの職員のうち年額４４０万円を上回る者は賃⾦改善の対象外。また、
グループｃの職員の賃⾦改善後の額が４４０万円を上回らないこと。

↓

※各グループ内の⼀⼈ひとりの賃⾦改善額は、⼀律でも差が
あっても可

⑦

計画書（別紙様式２−１及び２−３）を作成し各指定権者に届出

※計画書の内容を全職員に周知して届出

※体制届も届出（特定加算を新規取得する場合⼜は加算区分変更の場合）

⑥

グループａのうち１⼈以上は賃⾦改善額が⽉額平均８万円以上⼜は年額４４０万円
以上になる者を設定

※複数の事業所等を⼀括して届け出る場合は、事業所数以上の８万円等の者を設定

※設定できない場合は計画書（別紙様式２−１の２（２）⑦の所要欄に記載

④

特定加算の加算区分を確認し、算定⾒込額を算出

・介護福祉⼠の配置等要件を満たす→特定加算（Ⅰ）が算定可

・介護福祉⼠の配置等要件を満たさない→特定加算（Ⅱ）

処遇改善加算（Ⅰ）〜（Ⅲ）の届出を⾏っている。【処遇改善加算要件】

↓はい

③

グループａを設定（介護福祉⼠の資格は必須）

※グループａの設定基準を計画書（別紙様式２−１の２（３）ロ）に記載
※介護福祉⼠がいない等によりグループａの設定ができない場合でも、特定加算は
算定可（グループａが設定不可の理由を計画書（別紙様式２−１の２（３）ロ）に
記載）

↓

特定加算は算定不可

↓はい ※特定加算の算定開始の前⼜は同時に処遇改善加算の算定を開
始する場合は特定加算を算定可→②へ

②

【職場環境等要件】
・職場環境等要件の６区分（「⼊職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリア
アップに向けた⽀援」、「両⽴⽀援・多様な働き⽅の推進」、「腰痛を含む⼼⾝の
健康管理」、「⽣産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸
成」）について、それぞれで１以上の取組を⾏う。

・届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃⾦改善除く）の内容を全職員に
周知している。

いいえ
 →

処遇改善加算： 介護職員処遇改善加算
特定加算 ： 介護職員等特定処遇改善加算

グループａ： 経験・技能のある介護職員
グループｂ： ａを除く介護職員
グループｃ： 介護職員以外の職員

【⾒える化要件】
・特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公
表している⼜は公表予定であること。
※介護サービス情報公表システムへの掲載で公表する場合は、令和２
年度以降の県等からの報告依頼を受けて報告すること等により⾏う。
（当該制度の報告対象外事業者は、事業者ＨＰを活⽤する等、外部か

⼀⽉当たりの介護報
酬総単位数（前年の1

⽉〜12⽉の基本報酬
サービス費に加算減
算（処遇改善加算・
特定加算を除く）を
加えた単位数を１２

各サー
ビスの
特定加
算の加

× ×
１単位
の単価

賃⾦改善
実施期間
（⽉数）×

＜賃⾦改善額＞
※特定加算による賃⾦改善額を加えた賃⾦の総額と前年度の賃⾦の総
額の差額
※前年度の賃⾦の総額 → 前年の１⽉〜１２⽉の１２ヶ⽉間の賃⾦
総額（処遇改善加算、特定加算、事業者の独⾃改善分を除く））
※事業者の独⾃改善分は、処遇改善加算を初めて取得した年度以降に
新たに⾏ったものに限る。
※事業者の独⾃改善分を除いた場合は、計画書（別紙様式２−１の２
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（参考様式) 

                                     令和  年  月  日  

岡山県知事  様 

(法人名)           

                  (代表者)                            

 

令和  年度介護職員処遇改善加算（処遇改善加算）・介護職員等特定処遇改善加算（特定加算） 

 に係る変更届出書 

 

 このことについて、令和 年 月 日付けで届け出た介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改

善加算に係る計画内容等について、変更が生じましたので、次のとおり届け出ます。 

記 

 変更の概要 必要な届出内容 

一 会社法による吸収

合併、新設合併等によ

る計画書の作成単位

が変更となる場合 

 ・当該事実発生までの賃金

改善の実績 

・承継後の賃金改善に関す

る内容 

二 複数の事業所等を

一括して計画書を提

出した場合で、事業所

等に増減がある場合 

 

 

異動区分 事業所番号、事業所名、 

サービス名 

   年 月 日 

新規・廃止 

 

   年 月 日 

 新規・廃止 

 

○処遇改善加算 

 別紙様式２－１の２（１）

及び別紙様式２－２ 

○特定加算 

 別紙様式２－１の２（２）

及び２－３ 

三 就業規則を改正し

た場合（介護職員の処

遇に関するものに限

る） 

 ・就業規則の改正の概要 

四 キャリアパス要件

等に関する適合状況

が変更となる場合 

 ・計画書における賃金改善

計画、キャリアパス要件等

の変更部分の内容 

五 介護福祉士の配置

等要件に変更があり、

加算区分が変更にな

る場合 

 ・計画書における賃金改善

計画、介護福祉士の配置等

要件の変更部分の内容 

※変更があった内容について「変更の概要」欄に簡潔に記載するとともに、「必要な届出内容」欄

の内容が記載されたものを提出すること。 

※介護サービス事業者等（法人である場合に限る。）が複数事業所を一括して作成し、複数の県民

局に計画書を提出した場合は、提出した県民局全てに○を記入すること。 

  備前県民局   備中県民局   美作県民局 
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